
 
 
 
 
 
 
 
 

～ノロウイルス食中毒予防強化期間が 
始まります‼（11 月 1 日～1 月 31 日）～ 

 本年度も公益社団法人日本食品衛生協会主催の下、「ノロウイルス食中毒予防強化期間」

が実施されます。 

ノロウイルスによる食中毒は、年間を通して発生しており、特に冬期に多発し、大規模

な集団食中毒も発生しています。 

このような状況の中、ノロウイルスによる食中毒を未然に防止し、消費者の食への不安

を解消するため、11 月から 1月までの 3か月間を、ノロウイルス食中毒予防強化期間と定

め、全国の食品衛生協会と連携して、食品等事業者の自主的な衛生管理の徹底を図るとと

もに、ノロウイルスに関する的確な情報を提供し、消費者と事業者が、相互に情報を共有

する事業を一層強力に推進するものです。 

 

細菌性食中毒の予防には「①つけない、②増やさない、③やっつける」の３原則ですが、

ノロウイルスによる食中毒予防は次の４原則が必要です。 

 ①持ち込まない（調理施設に持ち込まない） 

 ②拡げない（調理施設を汚染させない） 

 ③加熱する（加熱して死滅させる） 

 ④つけない（食品を汚染させない） 

 食品汚染の原因となる手指に付着したノロウイルスは、もともとふん便や嘔吐物又はそ

れらの汚染を受けた環境から一次的に付着したものです。これらは適切な手洗いで落とす

ことが出来ます。この期間特に食品取扱い者の健康管理や確実な手洗い、調理器具等の消

毒に努めましょう！ 
 

「労働保険の加入はおすみですか？」                      
～安心して働ける 職場づくりの第一歩～ 

労働者（パート・アルバイトを含む）を 1 人でも雇っている事業主は、政府が管掌する労働保険

（労災保険・雇用保険）に加入することが法律で義務付けられています。 

労災保険は、労働者が業務上又は通勤途上に被災した場合に事業主に代わって補償を行いま

す。 

雇用保険は、労働者が失業した場合に失業給付を行うほか、在職者を対象とした雇用継続給

付や教育訓練給付、また、失業の予防や雇用機会の増大を図る事業主に対して、一定の要件に

より各種助成金の支給を行います。 

まだ、加入手続きがお済みでない事業主の方は、労働者が安心して働ける職場作りと安定した

事業経営を図るため、所轄の労働基準監督署・公共職業安定所（ハローワーク）で加入手続を行

ってください。 

【お問い合わせ先】 

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2‐11‐1 福岡合同庁舎新館 5 階 

福岡労働局総務部労働保険徴収課 

TEL 092-434-9835 

福岡労働局ホームページ  http://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/ 
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～食品等事業者の皆さまへお知らせ～ 
 
令和 3 年 6 月 1 日時点で食品衛生法第 57 条第 1 項の規定による届出をしなければならない

営業を営んでいる方は、令和 3 年 11 月 30 日までに届出をしなければならないことになっていま

す。そこで、厚生労働省のリーフレット（一部加工）を掲載して改めてお知らせします。 

 

 


